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SDGｓを活用した長期総合計画の考え方 

• SDGｓを活用することにより、行政、民間事業者、住民など様々な主体間
で地方創生に向けた共通言語（目標）を持つことが可能となる。 

• また様々な主体において、相互に政策目標の理解がすすむことが期待
される。 

• 経済・社会・環境の３側面における統合的取組みを推進することに繋が
り、持続可能なまちづくりと地域の活性化を通じた地方創生を実現して
いくことができる。 

◆住民、有識者等とのワークショッ
プなどを通じて、各施策にどの目標
を定めることが適切か協議を行う。 

（協働プロセス重視型の推進） 

◆政策への共通理解が推進される。 

◆行政・事業者・住民等、様々な主体同士が
同じ目標を持って事業に取組むことができる。 

◆環境・社会・経済価値の創造により、地方創
生が一層推進される。 

様々な主体が共通の目標を持って
事業に取り組んでいくための 
「ツール」として活用します 
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いくタイミングを今後の検討課題とします。 



5 出典：（農林水産省HP）http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/ 
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